
【豊中市】
サービス付き高齢者向け住宅 更新の登録手続きフロー図

申請

交付

訂正

※指摘事項の訂正は、交付日から２週間以内に完了させてください。

【注意事項】
※必要書類については、別紙チェックリストを参照して下さい。
※協議・申請期間は目安であり、申請内容や訂正等により、変動します。

住宅課

（システム登録）

＜更新の登録通知書＞

交付

登録完了後、更新内容が情報提供シ
ステムに掲載されます。

更新の登録完了
現登録有効期限から３カ月を目途に手続き完了

更新の登録申請（登録の有効期間満了の日の90日前から30日前まで）

申請者
豊中市

（住宅課・長寿社会政策課）

＜更新の登録の申請内容に関する指摘＞

住宅課

長寿社会政策課

立ち入り検査

※更新申請中に、登録事業者の役員の変更予定がある場合は別途相談ください。


